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外
務
省
の
在
外
公
館
派
遣
員
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

外
務
省
に
在
外
公
館
派
遣
員
制
度
と
い
う
制
度
が
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
現
時
点
で
の
派
遣
員
の
総
人
数
並
び
に
派
遣
先

在
外
公
館
数
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

派
遣
員
の
採
用
等
、
在
外
公
館
派
遣
員
制
度
の
事
務
は
外
務
省
の
所
管
団
体
で
あ
る
社
団
法
人
国
際
交
流
サ
ー
ビ
ス
協
会

が
行
っ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
同
省
よ
り
同
協
会
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
助
成
が
な
さ
れ
、
ま
た
そ
の
助
成
額
は
同
協
会

の
収
入
の
何
割
を
占
め
て
い
る
の
か
、
過
去
十
年
間
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

過
去
十
年
間
、
国
際
交
流
サ
ー
ビ
ス
協
会
に
天
下
っ
て
い
る
外
務
省
職
員
は
い
る
か
。
い
る
の
な
ら
、
そ
の
者
の
同
省
退

職
前
の
官
職
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

派
遣
員
に
対
し
て
外
交
旅
券
は
発
給
さ
れ
る
か
。

五

派
遣
員
へ
の
本
給
は
い
く
ら
か
。

六

派
遣
員
に
対
し
、
五
の
本
給
以
外
に
、
外
務
省
職
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
在
勤
基
本
手
当
や
住
居
手
当
、
配
偶
者

手
当
、
子
女
教
育
手
当
等
の
在
勤
手
当
と
同
趣
旨
の
各
種
手
当
は
支
給
さ
れ
て
い
る
か
。
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
ど
の
様
な

手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



七

六
の
派
遣
員
に
対
す
る
手
当
の
額
の
積
算
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

八

五
の
本
給
並
び
に
六
の
手
当
に
係
る
予
算
額
は
年
間
い
く
ら
か
。

九

国
際
交
流
サ
ー
ビ
ス
協
会
の
Ｈ
Ｐ
に
よ
る
と
、
派
遣
員
の
職
務
に
つ
い
て
「
仕
事
の
内
容
は
各
在
外
公
館
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
が
、
主
に
便
宜
供
与
や
事
務
の
補
助
等
の
職
務
に
従
事
し
ま
す
。
便
宜
供
与
と
は
在
外
公
館
に
出
張
等
で
来
ら
れ
る

お
客
様
を
側
面
支
援
す
る
仕
事
で
す
。
空
港
へ
の
送
迎
、
ホ
テ
ル
の
留
保
、
会
議
・
市
内
視
察
等
へ
の
随
行
、
案
内
、
航
空

券
手
配
な
ど
各
種
ア
レ
ン
ジ
が
含
ま
れ
ま
す
。
事
務
の
補
助
と
は
会
計
、
庶
務
等
の
部
署
で
文
書
作
成
や
文
具
管
理
等
、
業

務
の
補
佐
を
行
う
こ
と
を
指
し
ま
す
。
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
に
は
「
在
外
公
館
に
出
張
等
で
来
ら
れ
る
お
客

様
」
と
あ
る
が
、
右
は
具
体
的
に
ど
の
様
な
人
物
を
指
し
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

十

九
の
便
宜
供
与
の
業
務
に
関
し
て
「
空
港
へ
の
送
迎
、
ホ
テ
ル
の
留
保
、
会
議
・
市
内
視
察
等
へ
の
随
行
、
案
内
、
航
空

券
手
配
な
ど
各
種
ア
レ
ン
ジ
」
と
あ
る
が
、
右
に
例
え
ば
買
い
物
等
、
九
の
「
お
客
様
」
の
個
人
的
な
行
動
に
随
行
す
る
こ

と
や
、
「
お
客
様
」
に
対
す
る
飲
食
を
伴
う
接
待
等
を
行
う
こ
と
は
含
ま
れ
る
か
。

十
一

九
の
便
宜
供
与
の
業
務
を
、
派
遣
員
で
は
な
い
、
外
務
省
の
正
規
の
職
員
で
あ
る
現
地
の
大
使
館
員
（
以
下
、
「
正
規

の
大
使
館
員
」
と
い
う
。
）
は
行
っ
て
い
る
か
。

二



十
二

九
の
便
宜
供
与
の
業
務
を
、
「
正
規
の
大
使
館
員
」
の
み
で
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

十
三

十
二
で
、
九
の
便
宜
供
与
の
業
務
を
、
「
正
規
の
大
使
館
員
」
の
み
で
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
八
の
予
算
を
用
い
て
ま

で
派
遣
員
に
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


